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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月4日(2010.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＩＲＳ段階及びＣＡＲＳ段階を特徴とする病状を有する重篤な患者に栄養を供給する
臨床用栄養製品であって、
　ＳＩＲＳ段階にある患者用の第１の栄養組成物と、
　ＣＡＲＳ段階にある患者用の第２の異なる栄養組成物とを含む臨床用栄養製品。
【請求項２】
　第１の栄養組成物が、タンパク源、炭水化物源、脂質源、ビタミン類、ミネラル類及び
それらの組合せからなる群から選択される少なくとも１つの成分を含む、請求項１に記載
の臨床用栄養製品。
【請求項３】
　タンパク源がスレオニンを含む、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項４】
　タンパク源が、甘味ホエータンパク質、カゼイン－糖マクロペプチド、遊離スレオニン
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を添加したカゼイン、スレオニンを含有する化合物及びそれらの組合せからなる群から選
択される成分を含む、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項５】
　タンパク源がシステインを含む、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項６】
　タンパク源が、ホエータンパク質、遊離グルタチオン、システイン前駆体、プロドラッ
グ及びそれらの組合せからなる群から選択される成分を含む、請求項２に記載の臨床用栄
養製品。
【請求項７】
　タンパク源がタンパク加水分解物を含む、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項８】
　タンパク源が、加水分解されたホエータンパク質を含む、請求項２に記載の臨床用栄養
製品。
【請求項９】
　炭水化物源が、マルトデキストリン、コーンスターチ、化工デンプン、ショ糖及びそれ
らの組合せからなる群から選択される成分を含む、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１０】
　第１の栄養組成物がラクトースを含有しない、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１１】
　脂質源が中鎖トリグリセリドと長鎖トリグリセリドとの混合物を含む、請求項２に記載
の臨床用栄養製品。
【請求項１２】
　脂質源が少なくとも約３０重量％から約８０重量％の中鎖トリグリセリドを含む、請求
項１１に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１３】
　脂質源が、ヒマワリ油、ナタネ油、ダイズ油、乳脂、トウモロコシ油、ダイズレシチン
、ヤシ油及びそれらの組合せからなる群から選択される成分を含む、請求項２に記載の臨
床用栄養製品。
【請求項１４】
　第１の栄養組成物が、多価不飽和脂肪酸オメガ６（ｎ－６）とオメガ３（ｎ－３）との
比が約１：１から約１０：１となるように設計された脂質プロフィールを含む、請求項２
に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１５】
　第１の栄養組成物が、溶解性の粉末、濃縮液、直接飲用可能な製剤及びそれらの組合せ
の形態である、請求項２に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１６】
　第２の異なる栄養組成物が、タンパク源、脂質源、炭水化物源及びそれらの組合せから
なる群から選択される少なくとも１つの成分を含む、請求項１に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１７】
　タンパク源がタンパク加水分解物を含む、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１８】
　タンパク加水分解物がシステインを含む、請求項１７に記載の臨床用栄養製品。
【請求項１９】
　タンパク源が、カゼイン加水分解物、ホエー加水分解物及びそれらの組合せからなる群
から選択される成分を含む、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２０】
　タンパク源が、一部を遊離アミノ酸として含む、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２１】
　脂質源は、中鎖トリグリセリドと長鎖トリグリセリドとの混合物を含む、請求項１６に
記載の臨床用栄養製品。
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【請求項２２】
　脂質源が、ヤシ油、魚油、ヒマワリ油、ナタネ油、ダイズ油、乳脂、トウモロコシ油、
ダイズレシチン及びそれらの組合せからなる群から選択される成分を含む、請求項１６に
記載の臨床用栄養製品。
【請求項２３】
　脂質源が、オメガ３に富む脂肪酸を含有する、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２４】
　第２の栄養組成物が、多価不飽和脂肪酸オメガ６（ｎ－６）とオメガ３（ｎ－３）との
比が約１：１から約１０：１となるように設計された脂質プロフィールを含む、請求項１
６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２５】
　炭水化物源が、マルトデキストリン、コーンスターチ、化工デンプン、ショ糖及びそれ
らの組合せからなる群から選択される成分を含む、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２６】
　第２の栄養組成物がラクトースを含有しない、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２７】
　第２の栄養組成物が、溶解性の粉末、濃縮液、直接飲用可能な製剤及びそれらの組合せ
の形態である、請求項１６に記載の臨床用栄養製品。
【請求項２８】
　重篤な患者に栄養を供給する臨床用栄養製品であって、
　ＳＩＲＳ段階の間に患者に投与する、スレオニンを含むタンパク源、炭水化物源、脂質
源、ビタミン及びミネラルを含む第１の栄養組成物と、
　ＣＡＲＳ段階の間に患者に投与する、タンパク加水分解物及び遊離アミノ酸を含むタン
パク源、脂質源及び炭水化物源を含む第２の異なる栄養組成物と
を含む臨床用栄養製品。
【請求項２９】
　重篤な患者に栄養を供給する臨床用栄養製品であって、
　ストレスに対する患者の全身性炎症反応から生じるＳＩＲＳ段階にある間に患者に投与
する、スレオニンを有するタンパク源、システインを有するタンパク源、並びに中鎖トリ
グリセリド及び長鎖トリグリセリドの混合物を有する脂質源を含む第１の栄養組成物と、
　ストレスに対する患者の代償性抗炎症反応から生じるＣＡＲＳ段階にある間に患者に投
与する、タンパク加水分解物を有するタンパク源及び一部を遊離アミノ酸として有するタ
ンパク源を含む第２の異なる栄養組成物と
を含む臨床用栄養製品。
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